
資産の譲渡等の対価の額の合計額※＋特定収入の合計額

特定収入の合計額

※　資産の譲渡等の対価の額の合計額＝課税売上高（税抜き）＋免税売上高＋非課税売上高＋国外売上高

－4－－4－－4－



－5－－5－



－6－－6－



－7－－7－



－8－－8－



　イからハまでによっては使途の特定ができない補助金等

－9－－9－



公益社団法人等が募集する寄附金の取扱い

－10－－10－



－11－－11－



※

※　資産の譲渡等の対価の額の合計額＝課税売上高（税抜き）＋免税売上高＋非課税売上高+国外売上高

7.8

１1 0

6.24

１0 8

－12－

　調整割合が著しく変動した場合に該当するときは、特定収入に係る課税仕入れ等の税額
について別途調整が必要となります。

※

※　資産の譲渡等の対価の額の合計額＝課税売上高（税抜き）＋免税売上高＋非課税売上高+国外売上高



7.8

１1 0

6.24

１0 8

7.8

１1 0

6.24

１0 8

－13－



7.8

１1 0

6.24

１0 8

－14－


